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１．アットホームのご紹介

2

１９６７年の創業以来、アットホームは不動産情報メディア・不動産業務ソリューション等の
事業を通じて、不動産にかかわる皆さまのお役に立つサービスを提供しています。



２．アットホームの事業

3

自治体さまからは、不動産会社やエンドユーザーに向けた
「不動産公売情報」や「公有不動産情報」を公開する業務などもおこなっています。



３．「アットホーム空き家バンク」について

6,909

4

2017年10月より、国土交通省事業「全国版空き家・空き地バンクの構築運営に関するモデル事業」の事業者として、
「アットホーム 空き家バンク」を運営しています。

アットホーム 空き家バンクでは、全国の空き家物件の集約・検索に加え、テーマでの物件検索のほか、地域の魅力発
信や移住・定住に関する取組みなど、自治体の事業や制度周知をお手伝いするコンテンツ・機能を取り揃えています。

7,066 750

参画自治体数

750

掲載物件数

7,066

※2023年12月15日時点



４．「アットホーム空き家バンク」の特徴
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「全国版空き家・空き地バンク」サイト公開

・ 全国の空き家・空き地物件情報を一元公開
・ 古民家特集など多彩なコンテンツを用意
・ 「おためし移住情報」など、物件以外の特集も設置
・ スマートフォンにも対応

① 「アットホーム空き家バンク」で情報公開

「自治体版空き家・空き地バンク」サイト公開

・ 各自治体さま専用のアピールサイトをご提供
・ 地域の特徴や助成金制度等、独自の情報公開が可能
・ 公開内容などは各自治体さまで自由に編集が可能
・ スマートフォンにも対応

②「自治体専用ページ 」をご提供

物件情報の登録負荷軽減

・ 物件登録システムはアシスト機能により、直感的に操作
が可能
・ＡＩでの画像判別機能により、画像の一括登録が可能

④物件情報の登録負荷軽減自治体と提携した宅建事業者などからの情報公開に対応

・ 不動産会社等の提携事業者に物件登録システムを提
供することも可能
※消費者からの問合せ先を提携事業者に変更可
・ NPO法人や住宅供給公社、第三セクター等にも対応

③自治体さまと提携した事業者等からの物件公開に対応

ご利用料は無料！



５．「アットホーム空き家バンク」の各コンテンツ
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６．「アットホーム 空き家バンク」 掲載ルール（対象物件）について
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■掲載可能な物件
・各自治体さまが「空き家（空き地）と認可している物件」

■対象となる種目 （中古のみ）
【売買】
・売戸建住宅
・売地（自治体さま所有を除く）
・売マンション（アパート含む）
・売事業用（工場、店舗、倉庫等）

【賃貸】
・貸戸建住宅
・貸地（自治体さま所有を除く）
・貸マンション（アパート含む）
・貸事業用（工場、店舗、倉庫等）

＜物件一覧＞ ＜物件詳細画面＞



７－① 【物件情報系】 特集コンテンツ
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「古民家物件特集」 「テレワーク向け物件特集」など、物件の特徴に応じた特集コンテンツをご用意。
トップページに打ち出された特集で一般消費者を素早く目的の物件に導きます。

特集条件に該当する物件情報を
ワンクリックで一覧表示します。

＜掲載方法＞

例えば、古民家特集は、ご登録
時に、キャッチコピー欄等に「古
民家」と入力します。

＜アットホーム空き家バンク トップページ＞

対象が一目でわかる特集はそのまま一覧ページへ

内容の説明が必要な特集は、説明ページを確認
いただき一覧ページへ



７－② 【地域情報系】 特集コンテンツ
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「地域のプロモーション動画」や「おためし移住体験の情報」など、各自治体さまが取り組んでいるさま
ざまな施策情報を発信できる特集コンテンツをご用意しています。

＜アットホーム空き家バンク トップページ＞

「おためし移住体験」

「動画で地域の魅力を発見！」 各自治体さまが公開しているプロモー
ション動画などを集約し、地域の魅力を
動画特集として発信いたします。

各自治体さまでご用意している
「お試し移住」に関する情報を
発信いたします。



７－③ 【日本全国自治体支援制度】 紹介コンテンツ
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移住希望者に対して、各自治体さまがご用意している補助金や支援制度などをご紹介しています。
※ＪＯＩＮ＜（一社）移住・交流推進機構＞に登録されている自治体さまの支援制度情報を当社にて一部編集の上公開しています

＜アットホーム空き家バンク トップページ＞ ＜地域選択ページ＞ ＜支援制度 一覧ページ＞



８．公的不動産（ ＰＲＥ ）物件情報サイトのご紹介
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自治体さまが保有する公有地や廃校となった小中学校等の公的不動産を公開し、買いたい・借り
たいと考えている消費者や不動産会社等に広くマッチングしていただくためのサイトです。

＜アットホーム空き家バンク トップページ＞ ＜公的不動産サイトの説明ページ＞ ＜公的不動産ページ＞



９．「アットホーム空き家バンク」への誘引方法

12

検索エンジンによる「空き家」などのキーワード検索での上位表示、一般消費者向け不動産ポータルサ
イト「不動産情報サイト アットホーム」や当社「コーポレートサイト」、不動産会社向け「不動産業務総合支

援サイトＡＴＢＢ（アットビービー）」からのリンクにより、消費者や不動産会社からも広く誘引しており、現
在では月間１７４万を超える閲覧数（PV）となっております。（2022年9月時点）

【当社コーポレートサイト】

一般消費者・企業から

【不動産業務総合支援サイト ＡＴＢＢ】

不動産会社から



１０．「自治体専用ページ」について
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空き家バンクを開設していない自治体さまは、本サイトをご利用することで新たに自治体さま独自の空き家バンクを開
設することなく情報を発信することができます。また、開設済の自治体さまも、地域の情報の周知拡大のためにご利用い
ただけます。なお、本サイトの内容を編集できるコントロールパネルをご提供いたします。

＜栃木県栃木市のサイト＞

★各自治体さまの特色に合わせ、
デザインを変更することができます。

【自治体専用ページの主な機能】

●TOP画像
観光スポットや特産品等の画像を掲載する
ことで、地域の魅力を視覚的に伝えられます。

●お知らせ
地域から知らせたい最新の情報を発信
できます。

●Menu
好きなホームページ等をリンクさせる
ことができます。
例）貴自治体ホームページ等で公開中の
下記情報ページなどにリンクさせるなど、
自由に設定できます。

・移住定住情報
・観光案内
・イベント情報
・ふるさと納税情報
・助成金制度

※一般企業のバナー広告掲載も可能
※Webページを簡単に作成・編集できるツール
「コントロールパネル」をご用意

●特集
物件検索一覧を表示などをするこで、
目立たせることができます。

●新着物件
新規で登録した物件情報をアピールます。

●おすすめ物件
常時物件が表示されます。



１１．コントロールパネルについて
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「アットホーム空き家バンク」および 「自治体専用ページ」への物件登録・公開機能と、
「自治体専用ページ」の編集機能を搭載した「コントロールパネル」をご提供。
コントロールパネルはアシスト機能により直感的に操作いただけます。

ＩＤ・パスワードを入力後、画像表示されて
いる文字列を入力してログイン

ご利用環境
OS ：Windows7以上、Macintosh OS X（日本語版）以上
ブラウザ ： Google Chrome最新版、Firefox最新版、Microsoft Edge最新版（Windows）、Safari最新版（Macintosh）
利用時間 ： 24時間可能（メンテナンスなどでログインできない場合は事前にご連絡いたします）

・物件管理方法は「売買」と「賃貸」の２つ
・それぞれ以下の2つのメニューで構成
①物件管理（物件登録・検索編集）
②ホームページ（自治体専用ページの作成・編集）

＜物件登録画面＞

＜自治体専用ページ編集画面＞

＜コントロールパネル ログイン画面＞ ＜ログイン後トップ画面＞



１２．その他のご参画メリット
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ご参画いただいた自治体さまには、各種お知らせや
お役立ち情報のお届けや意見交換会の開催をおこなっております。



１３．お申込みからご利用開始まで
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リーフレット
ご利用申込書
利用規約等

メール送信

ご利用申込書
記入

メール送信

ご利用申込書
確認・登録

メール

自治体さまアットホーム

【ご利用開始まで】

【お申込み】
①アットホーム空き家バンク『ご利用申込書』を本資料の最終ページに記載されている相談窓口にご請求
いただくか、「自治体向け情報ページ」または国土交通省のホームページよりお取寄せ（ダウンロード）く
ださい。

②『ご利用申込書』に必要事項をご記入の上、申込書に記載されているメールアドレス宛に送信ください。
※弊社にて内容を確認し、ご利用ごの手続きを行います。

自治体専用
ページ制作

コントロール
パネル

ID・PASSWORD
発行

各種マニュアル
メール送信

ご利用開始

※上記の塗りつぶし部分が自治体さまの作業となります。

■申込書類等は下記ＵＲＬからダウンロードいただけます。
◆アットホーム 空き家バンク「自治体向け情報ページ」
ＵＲＬ https://www.akiya-athome.jp/contents/87

◆国土交通省ホームページ
ＵＲＬ https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000131.html

https://www.akiya-athome.jp/contents/87
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000131.html


＜アットホーム 空き家バンク トップページ＞

１４．「自治体向け情報ページ」について

＜自治体向け情報ページ トップページ＞
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アットホーム空き家バンクの関連サービスやアットホームからのお知らせ、国や自治体さま向
けのコンテンツなどを紹介している情報ページです。

ＵＲＬ https://www.akiya-athome.jp/contents/87

●関連コンテンツ
国や自治体の皆さまに、様々な
コンテンツをご用意しています。

●お知らせ
当社からお知らせを発信しています。

●空き家バンクに関する資料

空き家バンクに関するご案内資料や
利用申込書が取り出せます。

●参画自治体さま向け資料・案内

操作マニュアルやオンライン相談な
どをご案内しています。

https://www.akiya-athome.jp/contents/87


１５．「アットホーム空き家バンク」よくあるご質問
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Q. 利用にあたって費用はかかりますか？

アットホーム 空き家バンクをご利用にあたり、利用料などの費用はかかりません。
自治体専用ページの作成についても費用はかかりません。
また、今後においても費用が発生する予定はありません。

Q. 空き家バンクに登録できる物件がなくても利用できますか？

お取扱い物件がなくてもご参画（利用）いただけます。
自治体専用ページに自治体の空き家や移住・子育て補助や、ふるさと納税ページへの
リンクを貼るなど、移住検討者への事業周知にもご利用いただけます。

Q. 自治体の空き家バンクサイトがなくても利用できますか？

自治体さまで空き家バンクサイトをお持ちでなくてもご参画（利用）いただけます。
アットホーム 空き家バンクの自治体専用ページを空き家バンクページとして
ご利用いただいている自治体さまもございます。

Q. 問合せ先を提携事業者やNPO団体などにすることはできますか？

設定することができます。当社所定のフォーマットに問合せ先となる事業者を記載して
ご提出いただくことで、お問合せ先の登録（変更）が可能です。



地域共創プロジェクトのご紹介

１６．「地域共創プロジェクト」のご紹介
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１７．「地域共創プロジェクト」の活動
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１８．「地域共創プロジェクト」のサービス例 【①バナー広告掲載】
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「アットホーム空き家バンク」に
バナー広告を掲載しませんか？



１９．「地域共創プロジェクト」のサービス例 【②広告プロモーション】
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２０．「地域共創プロジェクト」のサービス例 【③自治体業務支援】
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２１．アットホームの「地域共創プロジェクト」とは
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２２．お問い合わせ先
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◆自治体さま向け相談窓口 【資料請求・お申込み】
メールアドレス ： akiya_soudan@athome.co.jp

ナビダイヤル ： 0570-01-1967
※受付時間 9:00～17:00 （土、日、祝、特定日を除く）
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